
住　所　福山市

　 名　前
署名又は記名押印

学年 学年

２ 世帯構成（生計を共にする者全員（前項記入の対象児童生徒を除く。）を記入してください。）

続柄 続柄

＊認定審査のため，必ず所得の申告をしてください。申告されない場合は，認定審査ができません。
＊この申請書は，通学する学校へ提出してください。

１

２

印　

 就学援助を希望するので，次のとおり申請します。　

319万円 355万円

　　市町村民税の減免，個人事業税又は固定資産税の減免，世帯全員が国民年金保険料の半額以上の免除，
　　国民健康保険税の減免又は徴収猶予，生活福祉資金の貸付のいずれかを受けている。

　　５　世帯の所得が教育委員会の定める基準額以下である。（住民税非課税世帯を含む）

２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人

    ４　自然災害等の理由により経済的に困っている。（「事実が確認できる書類」の写しを添付）

備　考

　　　　　　　　　→就学援助制度での「生計を共にする者」については裏面（別紙）をご確認ください。

名　　前 生年月日 備　考 名　　前 生年月日

2024年度(令和6年度) 就学援助費申請書（兼世帯票）

　　　　年　　月　　日

福山市教育委員会教育長　様
　（　学　事　課　）　　　　　　　　   　　　　　　

　　申請者（保護者）

連絡先　（　　　　　）　　　　　－　　　　

 認定後は，就学援助費の請求，受領及び過誤払金の返納に関するいっさいの事務を学校長に委任します。

 なお，内容確認のため，必要に応じて関係機関への照会，台帳の閲覧を行うことに同意します。

１ 対象児童生徒の状況　（学校毎に申請書を作成してください。）

学校名（　　　福山市立城南中学校　　　）

名　前 生年月日 名　前 生年月日

　＊世帯員が小・中・義務教育学校に在籍している場合は，学校名を記入してください。
　＊世帯員が高校生等の場合は，備考欄にその旨を記入してください。

　　2024年度(令和6年度)において，次のいずれかに該当する場合

　　１　生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた。

　　２　児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている。

　　３　次の徴収猶予・減免等を受けている。（「承認通知書」又は「決定通知書」の写しを添付）

３ 申請理由　（該当する番号をいずれか１つ○で囲んでください。）

　　　　　　　（「児童扶養手当証書」の写しを添付【有効期限：2024年3月31日は不可】）

世帯の所得基準額は目安です。家族構成，年齢等により多少異なります。

６ 人 ７ 人

不認定

３ 保留（未申告・市　外）　　月　　　日まで

学校長の確認 印 認定の適否

認 定（　　月）

403万円

世帯人数

所得基準額 191万円 236万円 279万円



1

2

3

4

※　証明する書類は，個々の事情によるものがありますので，不明な場合は教育委員会学事課に相談してください。
※　資料の追加提出を依頼することがあります。
※　証明する書類を提出していただいても，生計が別と判断できない場合があります。
※　上記の内容は就学援助費における取扱いです。

（注１）保護者と婚姻関係（内縁・事実婚含む）のある配偶者については，別居をしていても原則同一生計であると判断しますが，
　　　離婚予定で別居している場合には，その事実が確認できる書類（「離婚協議（調停）書」，「第三者機関が発行する相談証明」等）
　　　の写しを提出いただくことで，生計が別と判断できる場合があります。

添付書類の例世帯の状況の例

二世帯住宅である，または同じ住所だが敷地内の別棟（建
物が分かれている。）の建物に住んでいる。

同じ建物だが電気や水道メーターを分けており，光熱水費
が別々に請求されている。

　生計が別と判断することができるのは，「①住民票が別である。（ただし，下記の例３を除く。）　②税法上・健康保険上の扶養関係がない。」
という①・②の条件を満たした上で，さらに以下のような状況を証明する書類を提出した場合です。

その他（生計が完全に独立している長期入院中など）

二世帯住宅または別棟住宅の証明（資産税課で発行できる
書類（土地所有者の「名寄帳」等））など，その土地に何軒家
が建っているか分かる公的な証明及びそれに準ずるもの
（発行日が4月１日以降のもの）

別々に請求されていることがわかる請求書など
（同じ種類の，同じ月のもの。別にしたい世帯分必要です。）
※３か月以内に業者によって発行されたもの

実際に住んでいる場所に届いてる消印のある郵便封筒・は
がきの写し等（※住所・氏名・日付（３か月以内のもの）が１
枚で確認できるもの）

入院費など本人またはその扶養者の収入から支出されて
いることが確認できる書類など，事情に応じて生計が別と確
認できる書類

住民票は同じ住所にあるが，実際は別の住所に住んでい
る。

住民票上は同一世帯である。 住民票は同一であるが，実際は別の住所に住んでいる。

以下のいずれかに該当する。

・税法上の扶養関係がある。

・健康保険の扶養関係がある。

・保護者と婚姻関係（内縁・事実婚含む）のあ

る配偶者である。（注１）

以下のいずれかに該当する。

・二世帯住宅である。

・光熱水費の契約がそれぞれの世帯になって

いる。

・その他，別生計が証明できる状況である。

生計は同一であると判断します。

（世帯構成に記載が必要です。）

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

次の表にある書類の提出があった場合，世帯員を「別世帯」とする場合もあります。

別紙


